
　　　　　　　月別

税目等

8年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

9年
１月 ２月 ３月

納期限及び
口座振替日

4/30
（木）

6/1
（月）

6/30
（火）

7/31
（金）

8/31
（月）

9/30
（水）

11/2
（月）

11/30
（月）

12/25
（金）

2/1
（月）

3/1
（月）

3/31
（水）

町県民税
（普通徴収）

※ ※ 第１期 ※ 第２期 ※ 第３期 ※ 第４期 ※ ※ ※

固定資産税 第１期 ※ ※ 第２期 ※ 第３期 ※ 第４期 ※ ※ ※ ※

軽自動車税 全　期

国民健康保険税

（普通徴収）
※ ※ ※ 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 ※

後期高齢者
医療保険料
（普通徴収）

※ 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 ※

介護保険料
（普通徴収）

※ ※ ※ 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 ※
福祉課

長寿介護係
℡585-2125

放課後子ども
クラブ負担金

４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分
教育施設課
施設管理係
℡563-3244

奨学資金
償還金

４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分
教育総務課

総務係
℡585-2892

町営住宅
使用料

４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分

町営住宅
駐車場使用料

４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分

上下水道
使用料

４・５月 ６・７月 ８・９月 １０・１１月 １２・１月 ２・３月
上下水道課
上下水道係
℡585-2997

伊達西根堰
土地改良区費

前期分 後期分
伊達西根堰
土地改良区
℡582-2319

納期限及び
口座振替日

4/30
（木）

6/1
（月）

6/30
（火）

7/31
（金）

8/31
（月）

9/30
（水）

11/2
（月）

11/30
（月）

12/25
（金）

2/1
（月）

3/1
（月）

3/31
（水）

　

● 各税目等の担当課窓口に備えつけてある専用受付端末に、町指定金融機関等のキャッシュカードを通してカード暗証番号を入力する

　　だけでお申し込みが完了します。

　　　※預金種目やカード種別により、一部お取り扱いできないキャッシュカードがございます。

　　　※固定資産税で個人名義と共有名義がある場合は、それぞれの申し込みが必要です。

● 町指定(代理)金融機関の本店・支店

　・福島信用金庫　・ふくしま未来農業協同組合　・東邦銀行　・福島銀行　・大東銀行　・東北労働金庫　・ゆうちょ銀行（郵便局）

建設課
管理係

℡585-2972

令和8年度　町税等の納期限・口座振替一覧表

お問い
合わせ先

税務課
課税係

℡585-2778
収納係

℡585-2780

ほけん課
国保係

℡585-2785

● 口座の預貯金残高が不足しておりますと、振替不能となりますのでご注意ください（再振替は行いません）。

● 振替納付の可否を町が確認できるまでに数日かかりますので、納期限直後に納税等の証明が必要な場合は、振替記録が記帳された

　 通帳を窓口に提示してください。

※…随期

　　　町税等の納付は、便利な「口座振替」をお願いしています。
キャッシュカード１枚で町税等の口座振替手続きができます！

　   【ﾎﾟｲﾝﾄ①】 通帳の届印が不要　　　【ﾎﾟｲﾝﾄ②】 口座振替依頼書の記入が不要

　　　※従来どおり口座振替依頼書用紙で手続きできますが、通帳届出印の押印が必要となります。



町税や料金のお支払いは、 

口座振替をご利用ください。 
 

 

『ペイジー口座振替 

受付サービス』 

 
 

■ 振替口座名義人の身分証（マイナンバーカードや運転免許証等）を提示していただきます。 

■ カード磁気面の不具合や多機能カードなど、お取り扱いできない場合があります。 

■ 役場又は観月台文化センターの関係課窓口で承ります（金融機関では、これまでどおり書類で手続きできます。）。 

口座振替ができる税目・料金名 受付窓口 

町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、伊達西根堰土地改良区費 税 務 課 収 納 係 

国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) ほ け ん 課 国 保 係 

介護保険料(普通徴収) 福祉課長寿介護係 

町営住宅使用料、町営住宅駐車場使用料 建 設 課 管 理 係 

上水道使用料、下水道使用料 上下水道課上下水道係 

奨学資金償還金 教育総務課総務係 

放課後子どもクラブ負担金 教育施設課施設管理係 

 

（お問合せ先 税務課収納係      ０２４-５８５-２７８０） 

•キャッシュカードをスキャンして、カード暗証番号を入力するだけ！

簡単 手続は２ステップ

•一度の手続きで、納付の度に店舗や役場に行く必要がなくなります。

便利 手間と時間を節約

•口座から引き落としとなるので、現金を持ち歩く心配がありません。

安全 感染症予防にも

•残高確認をすれば、うっかり忘れの督促状が届かなくなります。

安心 延滞金リスクが減る

 
書かない・ 

ハンコ不要 
 


